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細
後
述
）
に
事
業
を
委
託
す
る
か
た
ち
で
、「
仕
事
の
創

出
」
を
継
続
的
に
進
め
て
き
て
い
る
。
こ
の
事
業
を
通
じ

て
創
出
さ
れ
た
仕
事
の
う
ち
最
も
広
く
知
ら
れ
て
い
る
の

が
「
漁
網
の
整
網
作
業
」
で
あ
り
、
保
護
受
給
者
を
こ
こ

に
受
け
入
れ
、
保
護
を
受
け
な
が
ら
も
整
網
作
業
で
一
定

の
収
入
を
得
る
と
い
う
自
立
の
あ
り
方
を
支
え
て
い
る
。

創
出
さ
れ
る
仕
事
の
種
類
が
拡
大
し
、
保
護
受
給
者
な
ど

支
援
対
象
者
に
と
っ
て
の
選
択
肢
が
増
え
、
そ
の
受
け
入

れ
先
が
増
え
て
い
く
こ
と
が
引
き
続
き
期
待
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
「
釧
路
モ
デ
ル
」
の
二
面
性
を
両
立
さ
せ
る
上

で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
概
念
が
以

下
の
二
つ
で
あ
る
。
先
に
言
え
ば
、
こ
の
点
が
「
釧
路
モ

デ
ル
」
の
要
諦
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　

第
一
の
概
念
は
「
中
間
的
就
労
」
で
あ
る
。
今
回
の
調

査
で
関
係
者
に
あ
ら
た
め
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば（
６
）、

釧
路
市
の
実
践
に
お
い
て
は
、
中
間
的
就
労
に
は
二
つ
の

機
能
が
あ
る
。
一
つ
は
、「
釧
路
の
三
角
形
」
の
内
側
、

「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
と
し
て
実
施
さ
れ
る
就
労
・
就
業
体

験
を
通
じ
て
、
一
般
就
労
に
向
け
た
就
労
意
欲
、
心
身
の

健
康
の
回
復
・
向
上
、
日
々
の
生
活
リ
ズ
ム
の
確
立
、
社

会
参
加
意
欲
の
回
復
・
向
上
な
ど
を
担
う
機
能
。
も
う
一

つ
は
、
同
図
の
右
端
、
一
般
就
労
で
は
な
く
半
就
労
半
福

祉
を
ゴ
ー
ル
と
す
る
保
護
受
給
者
の
受
け
入
れ
先
と
し
て

の
機
能
で
あ
る
。
同
図
右
端
に
記
さ
れ
る
「
多
様
な
働
き

方
」
に
は
「
中
間
的
就
労
自
立
」
と
い
う
言
い
換
え
も
存

在
し
て
い
る
。

　

第
二
の
概
念
は
「
社
会
的
居
場
所
」
で
あ
る
。
こ
の
概

念
は
、「
釧
路
モ
デ
ル
」
の
立
ち
上
げ
当
初
は
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
と
連
携
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ハ
ウ
ス
で
の
無
料
勉
強

会
の
取
り
組
み
に
多
様
な
自
立
支
援
効
果
が
観
測
で
き
る

と
し
て
注
目
さ
れ
た
も
の
だ
が
、
近
年
は
、
前
出
の
漁
網

の
整
網
作
業
の
場
が
社
会
的
居
場
所
と
し
て
運
営
さ
れ
て

い
る
と
い
う（
７
）。
す
な
わ
ち
、
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
型
支
援
の

側
面
で
言
え
ば
、
仕
事
へ
の
継
続
的
な
取
り
組
み
を
通
じ

た
自
信
や
自
尊
心
、
就
労
意
欲
、
社
会
参
加
意
欲
の
回
復

な
ど
の
効
果
が
観
測
さ
れ
る
ほ
か
、
多
様
な
働
き
方
（
中

間
的
就
労
自
立
）
の
側
面
で
も
、
か
つ
て
は
無
収
入
で

あ
っ
た
保
護
受
給
者
の
一
定
数
が
稼
働
所
得
を
得
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
効
果
が
表
れ
て
い
る
。
自
治
体
が

事
業
を
通
じ
て
仕
事
を
創
出
し
、
保
護
受
給
者
が
そ
の
作

業
に
従
事
す
る
場
を
社
会
的
居
場
所
と
し
て
運
用
す
る
こ

と
で
、「
一
般
就
労
へ
一
律
に
追
い
立
て
る
で
も
な
く
、

単
な
る
居
場
所
の
提
供
に
と
ど
ま
る
で
も
な
い
」
（
８
）、
多
様

な
機
能
を
持
っ
た
場
が
形
成
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

⑶　

釧
路
市
の
実
施
体
制

　

釧
路
市
に
お
け
る
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
は
、

市
の
生
活
保
護
所
管
課
を
中
心
に
、
同
課
に
所
属
す
る
嘱

託
職
員
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
参
加
者
の
受
け
入
れ
先
な
ど
と

し
て
連
携
・
協
力
す
る
市
内
の
官
民
諸
団
体
に
よ
っ
て
支

え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
沿
革
と
役
割
な
ど

に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

　

ア　

市
所
管
課
の
体
制
の
沿
革

　

市
の
機
構
に
お
け
る
生
活
保
護
の
所
管
課
は
、
自
立
支

イ　
「
釧
路
の
三
角
形
」
の
二
面
性
と
そ
の
両
立
を
支

え
る
概
念

　
「
釧
路
の
三
角
形
」
で
は
、
三
角
形
の
内
外
に
一
定
の

基
準
に
沿
っ
て
個
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
配
置
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
狙
い
と
し
て
、
以
下
の
二
面
が

あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　

一
つ
は
、
図
右
上
の
「
就
労
自
立
」、
す
な
わ
ち
、
一

般
就
労
に
よ
る
保
護
廃
止
を
ゴ
ー
ル
と
す
る
ス
テ
ッ
プ

ア
ッ
プ
型
の
支
援
で
あ
る
。
こ
の
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
型
支

援
の
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
支
援
対
象
者
に
よ
っ
て
そ
れ

ぞ
れ
異
な
る
心
身
の
状
態
を
見
極
め
、
す
ぐ
に
一
般
就
労

が
可
能
と
判
断
さ
れ
る
者
に
は
就
労
支
援
の
諸
プ
ロ
グ
ラ

ム
に
基
づ
く
支
援
を
実
施
す
る
一
方
、
一
般
就
労
を
実
現

す
る
に
は
一
定
の
準
備
や
訓
練
が
必
要
と
判
断
さ
れ
る
者

に
は
、
心
身
の
健
康
や
日
常
生
活
の
規
律
の
回
復
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
参
加
に
よ
る
就
労
適
正
の
向
上
や
社
会
参
加
意

欲
の
回
復
な
ど
を
図
っ
て
か
ら
段
階
的
に
一
般
就
労
の
実

現
を
め
ざ
し
て
い
く
流
れ
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
は
、
三
角
形
の
右
側
に
位
置
す
る
「
多
様
な

働
き
方
」
に
関
わ
っ
て
、
一
般
就
労
に
よ
る
保
護
廃
止
の

実
現
の
み
を
ゴ
ー
ル
と
せ
ず
、
人
に
よ
っ
て
は
「
保
護
を

受
け
な
が
ら
の
可
能
な
範
囲
で
の
就
労
」、
い
わ
ば
「
半

就
労
半
福
祉
」
の
状
態
の
実
現
な
ど
も
ゴ
ー
ル
の
一
つ
と

し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に

関
係
し
て
釧
路
市
で
は
、
市
内
の
民
間
企
業
等
に
就
職
先

を
確
保
す
る
こ
と
も
困
難
で
あ
る
と
い
う
地
元
経
済
の
事

情
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
〇
一
二
年
度
以
降
、
民
間
事
業

者
（
一
般
社
団
法
人
釧
路
社
会
的
企
業
創
造
協
議
会
、
詳
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く
こ
と
に
な
る
。

　

二
〇
二
二
年
度
の「
社
会
援
護
課
」へ
の
改
組
・
改
名
は
、

冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
旧
・
生
活
福
祉
事
務
所
と
旧
・

地
域
福
祉
課
の
統
合
を
主
旨
と
し
て
い
る
。こ
れ
に
伴
い
、

自
立
支
援
部
門
を
主
管
し
て
き
た
旧
・
第
七
担
当
は
、「
福

祉
政
策
担
当
」
へ
の
改
名
の
上
、
従
来
の
自
立
支
援
事
業

の
推
進
に
関
す
る
業
務
を
継
続
し
つ
つ
、
地
域
福
祉
計
画

の
策
定
・
管
理
な
ど
、
旧
・
地
域
福
祉
課
の
業
務
も
あ
わ

せ
て
所
管
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

　

イ　

市
所
管
課
所
属
の
嘱
託
職
員
（
会
計
年
度
任
用
職

　
　

員
）
の
職
種
と
役
割

　
「
釧
路
モ
デ
ル
」
の
実
践
は
、
所
管
課
所
属
の
嘱
託
職

員
た
ち
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
部
分
も
大
き
い
。
図

表
３
の
と
お
り
、
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
の
自
立
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
本
格
実
施
以
降
、
市
生
活
福
祉
事
務
所
で
は
、

「
自
立
支
援
チ
ー
ム
」
と
も
呼
ば
れ
る
嘱
託
職
員
の
職
種

を
拡
充
さ
せ
て
き
て
い
る
。
年
度
ご
と
に
職
種
や
人
数
に

若
干
の
増
減
は
あ
り
つ
つ
も
、
二
〇
二
二
年
度
は
一
一
職

種
が
配
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち
九
職
種
（
就
労
支
援

員
、
自
立
生
活
支
援
員
、
面
接
相
談
員
、
年
金
相
談
員
、

特
別
指
導
員
、
債
権
管
理
支
援
員
、
資
産
・
扶
養
義
務
調

査
員
、
受
付
・
庶
務
担
当
員
、
地
域
生
活
支
援
員
）
が
市

に
よ
る
任
用
、
二
職
種
（
医
療
レ
セ
プ
ト
点
検
員
、
精
神

保
健
福
祉
士
）
が
委
託
先
か
ら
の
派
遣
で
あ
る
。

　

な
お
、釧
路
市
の
嘱
託
職
員
制
度
は
「
地
方
公
務
員
法
」

（
昭
和
二
五
年
一
二
月
一
三
日
法
律
第
二
六
一
号
）
の
改

定
を
受
け
て
、
二
〇
一
九
年
度
末
を
も
っ
て
廃
止
さ
れ
て

お
り
、
二
〇
二
〇
年
度
以
降
は
同
法
に
基
づ
き
新
設
さ
れ

た
会
計
年
度
任
用
職
員
に
移
行
に
な
っ
て
い
る
。
旧
嘱
託

職
員
は
「
地
方
公
務
員
法
」
上
、特
別
職
非
常
勤
職
員
（
第

三
条
第
三
項
第
三
号
）
の
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
ら
の
職
種
の
う
ち
、
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
取

り
組
み
を
遂
行
す
る
上
で
当
初
か
ら
中
心
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
の
が
、「
就
労
支
援
員
」
と
「
自
立
生
活
支

援
員
」
の
二
職
種
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
当
初
は
そ
れ
ぞ
れ

一
人
だ
っ
た
の
が
、
前
者
は
二
〇
一
一
年
度
か
ら
、
後
者

は
二
〇
一
〇
年
度
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
に
増
員
さ
れ
た
（
（1
（

。

　

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て

は
、
生
活
状
況
や
心
身
の
健
康
状
態
、
就
労
意
欲
の
有
無
・

高
低
な
ど
、対
象
と
な
る
保
護
受
給
者
の
現
状
を
見
極
め
、

当
該
受
給
者
に
と
っ
て
最
も
適
切
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
選
定

す
る
プ
ロ
セ
ス
が
重
要
で
あ
る
。
釧
路
市
の
場
合
、ま
ず
、

一
般
就
労
の
実
現
に
向
け
て
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基

づ
く
支
援
を
す
ぐ
に
開
始
で
き
る
か
、
そ
れ
以
外
の
支
援

か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
か
の
判
断
が
行
わ
れ
る
。
前
者

と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
就
労
支
援
員
の
所
管
の
も
と
、
国
の

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
市
内
企
業
な
ど
と
連
携
し
た
求
職
支
援

や
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
へ
の
参
加
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
が
実

施
さ
れ
、
後
者
と
判
断
さ
れ
れ
ば
、
自
立
生
活
支
援
員
の

所
管
の
も
と
、
日
常
生
活
自
立
支
援
お
よ
び
社
会
生
活
自

立
支
援
の
各
分
野
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
に
基
づ
き
、
必
要

と
判
断
さ
れ
る
各
種
生
活
支
援
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
参

加
な
ど
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

関
係
し
て
、
生
活
福
祉
事
務
所
所
属
の
嘱
託
職
員
は
、

二
〇
一
六
年
一
一
月
、
正
職
員
組
合
で
あ
る
「
釧
路
市
役

援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
本
格
実
施
が
始
ま
っ
た
二
〇
〇
六
年
度

に
改
編
が
あ
り
、
こ
れ
以
降
、
二
〇
二
一
年
度
ま
で
の
一

五
年
間
は
、
福
祉
部
の
「
生
活
福
祉
事
務
所
」
が
担
っ
て

き
た
（
資
料
３
）。

　

二
〇
〇
六
年
度
の
機
構
改
編
で
は
、
生
活
福
祉
第
一
課

と
生
活
福
祉
第
二
課
の
二
課
体
制
（
二
〇
〇
二
～
〇
五
年

度
）
を
生
活
福
祉
事
務
所
一
課
・
九
係
（
給
付
調
整
担
当

お
よ
び
第
一
～
第
八
担
当
）
の
体
制
に
改
編
す
る
と
と
も

に
、
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
施
に
関
わ
っ
て
は
、
嘱

託
職
員
（
五
職
種
・
計
一
六
人
）
の
配
置
を
あ
ら
た
め
て

確
立
す
る
と
と
も
に
、「
高
齢
者
担
当
制
」
の
試
行
（
翌
年

度
か
ら
本
格
導
入
）
が
始
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
体
制
に

よ
り
、
全
保
護
世
帯
の
う
ち
最
大
多
数
を
占
め
る
高
齢
者
世

帯
は
、「
高
齢
者
世
帯
担
当
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
第
七
・

第
八
担
当
に
切
り
分
け
ら
れ
、一
ケ
ー
ス
ワ
ー
カ
ー
（
Ｃ
Ｗ
）

あ
た
り
二
五
〇
～
二
八
〇
世
帯
を
担
当
す
る
こ
と
と
さ
れ
る

一
方
、
第
一
～
第
六
担
当
で
は
、
Ｃ
Ｗ
一
人
当
た
り
の
担
当

世
帯
数
が
大
幅
に
減
ら
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
Ｃ
Ｗ
が

自
ら
の
担
当
す
る
受
給
者
の
中
か
ら
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
支
援
対
象
者
を
選
考
で
き
る
体
制
を
築
く
一
助
と
な
っ
た
。

　

二
〇
一
二
年
度
に
は
、
第
七
担
当
を
自
立
支
援
企
画
部

門
に
位
置
づ
け
、
所
属
Ｃ
Ｗ
の
担
当
世
帯
数
を
減
ら
す
代

わ
り
に
、
自
立
支
援
事
業
の
推
進
に
関
す
る
様
々
な
取
り

組
み（
９
）に
注
力
さ
せ
る
体
制
を
整
え
た
。
ま
た
、
二
〇
一
五

年
度
以
降
は
、
同
じ
く
第
七
担
当
が
生
活
困
窮
者
自
立
支

援
制
度
も
所
掌
す
る
こ
と
と
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
管
理
職

の
減
員
や
担
当
の
増
設
な
ど
の
変
動
は
あ
り
な
が
ら
も
、

基
本
的
に
は
こ
の
体
制
が
二
〇
二
二
年
度
の
改
組
ま
で
続
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所
ユ
ニ
オ
ン
」
か
ら
は
独
立
し
た
「
釧

路
市
生
活
福
祉
事
務
所
嘱
託
職
員
ユ
ニ

オ
ン
」
と
い
う
労
働
組
合
を
結
成
し
、

市
に
対
し
処
遇
改
善
要
求
を
行
っ
た
経

過
が
あ
る
。
同
組
合
結
成
の
最
大
の
動

機
で
あ
り
、
要
求
の
中
心
に
な
っ
た
の

は
、
旧
嘱
託
職
員
制
度
に
お
け
る
任
用

期
間
一
〇
年
上
限
ル
ー
ル
の
撤
廃
で
あ
っ

た
が
、
こ
の
要
求
は
、
前
出
の
会
計
年

度
任
用
職
員
制
度
へ
の
移
行
に
伴
い
、

新
た
な
任
用
更
新
ル
ー
ル
が
設
定
し
直

さ
れ
た
こ
と
な
ど
を
理
由
に
受
け
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
組
合
自
体
も

二
〇
一
九
年
春
頃
の
活
動
を
最
後
に
休

止
の
状
態
が
続
い
て
い
る
（
（1
（

。

　

ウ　

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
協
力
す
る
団
体
・

　
　

事
業
者

　

釧
路
市
の
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

実
施
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る

の
が
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
く
イ
ン
タ
ー

ン
シ
ッ
プ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
受

け
入
れ
先
、
あ
る
い
は
、
各
種
相
談
支

援
な
ど
に
協
力
し
て
い
る
、
市
内
の
官

民
諸
団
体
で
あ
る
。

　

各
プ
ロ
グ
ラ
ム
ご
と
の
事
業
の
受
け

入
れ
先
の
団
体
・
事
業
者
、
相
談
支
援

事
業
等
の
協
力
先
の
団
体
（
以
下
、
受

け
入
れ
先
団
体
等
）
に
つ
い
て
は
後
掲
の
附
属
資
料
に
一

覧
化
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
団
体
の
種
類
は
、
株
式
会
社

か
ら
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
等
の
民
間
非
営
利
法
人
、
医
療
機
関
、

福
祉
施
設
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
な
ど
の
国
の
行
政
機
関
に
至

る
ま
で
非
常
に
幅
が
広
い
。
年
度
ご
と
に
そ
の
顔
ぶ
れ
に

は
変
動
は
あ
る
も
の
の
、
市
が
積
極
的
に
地
元
の
地
域
資

源
と
の
連
携
・
協
力
を
進
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

一
年
度
当
た
り
で
は
約
四
〇
団
体
が
協
力
し
、
こ
れ
ま
で

に
協
力
実
績
の
あ
る
団
体
数
は
総
計
七
〇
以
上
に
上
る
。

　

こ
の
う
ち
国
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
（
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
く
し

ろ
）
と
の
連
携
は
、
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
う
ち
「
生

活
保
護
受
給
者
等
就
労
自
立
促
進
事
業
」
に
基
づ
く
取
り

組
み
が
あ
る
ほ
か
、
二
〇
一
五
年
一
〇
月
以
降
、
市
役
所

内
の
生
活
保
護
所
管
課
執
務
室
内
の
一
角
に
ハ
ロ
ー
ワ
ー

ク
常
設
窓
口
「
釧
路
市
就
労
支
援
コ
ー
ナ
ー
」
が
設
置
さ

れ
、
常
駐
す
る
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
就
労
支
援
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー

（
非
常
勤
職
員
、
二
名
）
が
利
用
を
希
望
す
る
保
護
受
給

者
な
ど
か
ら
の
就
労
相
談
や
、
求
人
情
報
の
提
供
、
職
業

紹
介
な
ど
に
対
応
し
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
受
け
入
れ
先
団
体
等
の
関
係
者
た
ち
も
、
各
プ

ロ
グ
ラ
ム
に
基
づ
き
受
け
入
れ
た
保
護
受
給
者
と
継
続
的

に
接
し
、
彼
ら
を
見
守
る
立
場
に
あ
り
、
担
当
Ｃ
Ｗ
や
就

労
支
援
員
・
自
立
生
活
支
援
員
と
と
も
に
、
受
給
者
を
多

角
的
に
評
価
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

⑷　

プ
ロ
グ
ラ
ム
の
運
用
実
績

　

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
参
加
者
数
の
実
績
に
つ
い
て

＜図表３＞　釧路市社会援護課（旧・生活福祉事務所）の嘱託職員の配置状況（2006～2022年度）
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＜資料３＞　釧路市の生活保護所管課の沿革（2006～2022年度）
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就
労
へ
の
到
達
な
ど
に
よ
っ
て
保
護
廃
止
に
な
っ
た
世
帯

の
件
数
の
み
を
自
立
支
援
の
成
果
と
捉
え
る
限
り
、
釧
路

モ
デ
ル
の
効
果
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
釧
路
モ
デ
ル
の
継
続
的
な
実

践
が
も
た
ら
し
う
る
財
政
上
の
効
果
と
し
て
、
以
下
の
二

点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

第
一
に
、
生
活
扶
助
費
総
額
の
節
減
で
あ
る
。
前
出

の
「
多
様
な
働
き
方
」
あ
る
い
は
「
中
間
的
就
労
自
立
」

の
観
点
を
踏
ま
え
な
ら
ば
、
保
護
を
受
け
な
が
ら
の
可
能

な
範
囲
で
の
就
労
・
稼
得
と
い
う
状
態
は
、
保
護
廃
止
の

扱
い
に
は
当
然
な
ら
な
い
が
、
各
世
帯
の
生
活
扶
助
額
の

算
定
に
お
い
て
所
得
に
応
じ
た
減
額
が
行
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
無
収
入
」
か
ら
「
保
護
を
受
け
な
が
ら
の
就
労
」

の
状
態
に
変
化
す
る
世
帯
が
増
え
れ
ば
、
そ
の
積
み
上
げ

に
よ
り
市
全
体
と
し
て
は
生
活
扶
助
費
の
総
額
の
節
減
が

期
待
で
き
る
。

　

第
二
に
、
医
療
扶
助
の
支
出
の
抑
制
で
あ
る
。
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
基
づ
く
生
活
上
の
各
種
支
援
を
受
け
た
り
、
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
等
へ
の
参
加
に
よ
っ
て
日
常
生
活
の
規
律
や
心

身
の
健
康
を
回
復
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
前
出
の
「
社
会

的
居
場
所
」
を
得
て
社
会
参
加
意
欲
を
取
り
戻
す
な
ど
し

て
、
端
的
に
言
っ
て
「
元
気
な
受
給
者
」
が
増
え
て
い
け

ば
、
現
在
全
国
的
に
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る
医
療
扶
助
の

支
出
額
の
膨
張
に
歯
止
め
を
か
け
る
効
果
も
期
待
で
き
る
。

　

自
立
す
る
条
件
の
整
っ
て
い
な
い
受
給
者
を
保
護
か
ら

追
い
出
し
て
、
保
護
廃
止
件
数
を
一
時
的
に
稼
い
で
も
、

追
い
出
さ
れ
た
人
々
は
再
び
保
護
に
戻
っ
て
く
る
可
能
性

が
高
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
繰
り
返
す
こ
と
は
効
率
的

で
は
な
い
。
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
支
援
効
果
に
よ
る

生
活
扶
助
や
医
療
扶
助
の
縮
減
は
、
一
つ
ひ
と
つ
の
成
果

は
微
々
た
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
積
み
重
ね
を

地
道
に
追
求
し
な
が
ら
、
各
受
給
者
の
状
態
に
お
い
て
内

実
を
伴
う
自
立
へ
の
道
行
き
を
手
助
け
し
て
い
く
日
々
の

取
り
組
み
が
、
保
護
受
給
者
対
象
の
自
立
支
援
の
現
場
で

は
最
も
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

３
．
釧
路
市
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業
に
つ
い
て

　

次
に
、
釧
路
市
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
に
関
す

る
取
り
組
み
に
つ
い
て
、過
去
の
拙
稿
に
基
づ
き
な
が
ら
、

制
度
の
導
入
経
緯
と
概
要
に
つ
い
て
説
明
し
つ
つ
、
釧
路

市
の
実
践
の
現
状
に
つ
い
て
、
二
〇
二
三
年
二
月
の
ヒ
ア

リ
ン
グ
結
果
と
市
提
供
資
料
に
基
づ
き
概
説
し
て
い
く
。

　

⑴　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
導
入
と
概
要

　

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
根
拠
法
で
あ
る
「
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
法
」（
平
成
二
五
年
一
二
月
一
三
日
法

律
第
一
〇
五
号
）
は
、
就
労
や
生
活
に
関
す
る
悩
み
や
問

題
を
抱
え
る
「
生
活
困
窮
者
」
を
公
的
に
支
援
す
る
た
め

の
法
律
で
あ
る
。
二
〇
一
五
年
四
月
一
日
の
同
法
施
行
に

よ
り
、
全
国
の
自
治
体(

福
祉
事
務
所
設
置
自
治
体
）
で

同
法
に
基
づ
く
自
立
支
援
事
業
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
構
想
は
「
生
活
支
援
戦
略
」（『
中
間
ま
と
め
』、

二
〇
一
二
年
七
月
五
日
）
に
端
を
発
し
、「
社
会
保
障
審

は
、
図
表
４
に
一
覧
化
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で

の
実
績
を
振
り
返
る
と
、
参
加
者
の
実
人
員
が
最
も
多

か
っ
た
の
は
二
〇
一
六
年
度
の
一
四
六
二
人
（
延
べ
一
万

一
〇
九
六
人
）、
延
べ
参
加
者
数
が
最
も
多
か
っ
た
の
は

二
〇
一
四
年
度
の
一
万
四
六
四
四
人
（
実
人
員
一
一
八
三

人
）
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
度
以
降
は
実
人
員
、
延
べ
数

と
も
に
減
少
傾
向
で
あ
り
、
二
〇
二
一
年
度
で
は
実
人
員

八
七
六
人
、
延
べ
数
五
九
八
七
人
ま
で
減
少
し
て
い
る
。

　

五
種
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
区
分
別
で
見
る
と
、
参
加
者
の
実

人
員
数
が
最
も
多
か
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
二

〇
一
九
年
度
ま
で
は
就
労
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
っ
た

が
、
二
〇
二
〇
年
度
か
ら
は
そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
追

い
抜
き
最
多
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

う
ち
、
参
加
者
数
を
引
き
上
げ
て
い
る
の
は
精
神
保
健
福

祉
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
る
。

　

⑸　

釧
路
モ
デ
ル
か
ら
見
え
る
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

　
　

の
効
果

  

釧
路
モ
デ
ル
の
特
徴
に
つ
い
て
、
か
つ
て
拙
稿
で
「
保

護
状
態
か
ら
一
足
飛
び
に
就
労
自
立
に
結
び
つ
け
、
短
絡

的
な
保
護
廃
止
と
い
う
成
果
の
獲
得
を
目
指
す
の
で
は
な

く
、
各
被
保
護
者
の
心
身
の
状
態
や
職
業
適
性
を
見
な
が

ら
、
本
人
の
希
望
や
必
要
に
応
じ
て
日
常
生
活
や
社
会
生

活
の
面
で
の
支
援
も
合
わ
せ
て
実
施
し
、
各
被
保
護
者
に

相
応
し
い
自
立
へ
の
プ
ロ
セ
ス
を
模
索
し
て
い
く
と
い
う

と
こ
ろ
に
重
点
が
あ
る
」（

（1
（

と
説
明
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ

の
成
果
を
評
価
す
る
上
で
留
意
す
る
べ
き
こ
と
は
、
一
般
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＜図表４＞　釧路市の自立支援プログラムの参加者数の実績（2006～2022年度）
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情
の
多
様
性
を
踏
ま
え
、
自
治
体
が
自
ら
の
地
域
に
必
要

と
判
断
さ
れ
る
事
業
を
主
体
的
に
選
択
で
き
る
よ
う
に
し

て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業
の
実
施
方
式

は
、
自
治
体
直
営
の
ほ
か
、
自
治
体
ご
と
の
判
断
に
よ
り
、

ご
く
一
部
を
除
き
、
一
定
の
要
件
を
満
た
す
民
間
事
業
者

（
社
会
福
祉
法
人
、
公
益
法
人
、
一
般
法
人
な
ど
）
に
委

託
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、「
認
定
就
労

訓
練
事
業
」
と
し
て
、
社
会
福
祉
法
人
等
の
民
間
事
業
者

に
委
託
し
て
、
就
労
困
難
者
等
を
対
象
と
す
る
支
援
付
き

就
労
訓
練
の
実
施
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。

　

⑵　

釧
路
市
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業
の
実
施
状
況

　

ア　

市
の
所
管
課

　

釧
路
市
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
所
管

課
は
生
活
保
護
制
度
と
共
通
で
あ
り
、
二
〇
一
五
年
度
か

ら
二
〇
二
一
年
度
ま
で
は
福
祉
部
の
生
活
福
祉
事
務
所
、

二
〇
二
二
年
度
以
降
は
同
じ
く
福
祉
部
の
社
会
援
護
課
で

あ
る
。

　

生
活
福
祉
事
務
所
の
期
間
で
は
、
二
〇
一
二
年
度
よ
り

自
立
支
援
企
画
部
門
と
さ
れ
て
い
た
第
七
担
当
が
本
制
度

を
主
管
し
、
二
〇
二
二
年
度
の
社
会
援
護
課
へ
の
改
組
以

降
は
、
旧
第
七
担
当
は
「
福
祉
政
策
担
当
」
に
改
め
ら
れ

つ
つ
も
、
本
制
度
の
主
管
の
任
を
継
続
し
て
い
る
。

　

イ　

実
施
事
業

　

釧
路
市
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業
の
実
施

は
、
モ
デ
ル
自
治
体
の
指
定
を
受
け
た
こ
と
か
ら
、
一
部

の
事
業
（
自
立
相
談
支
援
事
業
、
就
労
準
備
支
援
事
業
）

に
つ
い
て
は
法
施
行
に
先
立
っ
て
二
〇
一
三
年
度
か
ら
始

ま
っ
て
い
た
。

　

二
〇
一
五
年
度
の
法
施
行
時
、
同
市
の
実
施
事
業
は
、

必
須
二
事
業
に
加
え
、
法
定
の
任
意
事
業
の
就
労
準
備
支

援
事
業
、
一
時
生
活
支
援
事
業
、
子
ど
も
の
学
習
支
援
事

業
の
三
事
業
で
ス
タ
ー
ト
し
た
。

　

二
〇
二
二
年
度
現
在
で
い
え
ば
、
図
表
５
の
と
お
り
、

残
る
家
計
改
善
支
援
事
業
も
始
ま
り
、
法
定
の
四
つ
の
任

意
事
業
は
全
て
事
業
化
さ
れ
て
い
る
。

　

ウ　

実
施
方
式

　

釧
路
市
で
の
各
事
業
の
実
施
方
式
は
、
必
須
事
業
も
含

め
ほ
ぼ
全
て
委
託
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
の
学
習
・
生
活

支
援
事
業
以
外
は
「
一
般
社
団
法
人
釧
路
社
会
的
企
業
創

造
協
議
会
」
が
全
て
受
託
し
て
い
る
。
Ｃ
Ｗ
経
験
の
あ
る

元
市
職
員
も
関
わ
る
同
協
議
会
は
、
自
立
相
談
支
援
事

業
を
受
託
し
て
い
る
関
係
で
、「
釧
路
市
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
」、
通
称
「
く
ら
し
ご
と
」
と
い
う
拠
点
事
業
所
を

設
置
し
、
そ
の
運
営
を
担
い
続
け
て
い
る
。
あ
わ
せ
て
、

市
所
管
課
と
協
議
会
は
、
月
一
回
、「
支
援
調
整
会
議
」

を
開
催
し
、
個
別
案
件
の
対
応
状
況
と
今
後
の
方
針
な
ど

に
関
す
る
情
報
共
有
を
図
っ
て
い
る
。

　

協
議
会
の
携
わ
る
特
徴
的
な
事
業
と
し
て
、
前
出
の
漁

網
の
整
網
作
業
が
あ
る
。
こ
の
事
業
は
、
同
協
議
会
が
創

設
当
初
（
二
〇
一
二
年
度
）
か
ら
市
よ
り
受
託
し
て
い
る

緊
急
雇
用
創
出
推
進
事
業
の
枠
組
み
の
中
で
創
出
さ
れ
た

議
会
生
活
困
窮
者
の
生
活
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
特
別

部
会
」（
二
〇
一
二
年
四
月
～
二
〇
一
三
年
一
月
）
で
の

議
論
を
経
て
内
容
の
具
体
化
が
図
ら
れ
た
。
同
特
別
部
会

の
報
告
書
（
二
〇
一
三
年
一
月
二
五
日
公
表
）
に
基
づ
き

策
定
さ
れ
た
法
律
案
が
二
〇
一
三
年
臨
時
国
会
で
可
決
・

成
立
し
、
二
〇
一
五
年
四
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
と
い
う

流
れ
で
あ
る
。

　

同
制
度
は
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
モ
デ
ル

の
一
つ
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
理
念
に
お
い
て
は
生
活
保

護
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
そ
れ
を
踏
襲
し
、
経
済
的
自

立
支
援
（
就
労
自
立
支
援
）
に
偏
重
せ
ず
、
日
常
生
活
自

立
支
援
、
社
会
生
活
自
立
支
援
と
合
わ
せ
た
三
本
柱
に
よ

る
支
援
を
行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
支
援
対
象
が
保
護

受
給
者
に
限
定
さ
れ
て
い
た
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
に
よ
る
支
援
の
理
念
や
方
法
が
、
保
護
受
給
者
以
外

の
生
活
困
窮
者
（
保
護
適
用
に
至
ら
な
い
困
窮
者
、
保
護

廃
止
直
後
の
者
、
低
所
得
者
な
ど
）
に
も
拡
大
さ
れ
た
こ

と
に
同
法
制
定
の
意
義
の
一
つ
が
あ
る
。

　

同
制
度
に
基
づ
く
支
援
事
業
は
、
大
き
く
は
必
須
事
業

と
任
意
事
業
に
分
か
れ
る
。
前
者
は
「
自
立
相
談
支
援
事

業
」
と
「
住
居
確
保
給
付
金
の
給
付
事
業
」
の
二
つ
に
限

ら
れ
る
一
方
、
後
者
と
し
て
は
「
就
労
準
備
支
援
事
業
」、

「
一
時
生
活
支
援
事
業
」、「
家
計
相
談
支
援
事
業
」（
二
〇

一
八
年
六
月
改
正
以
降
「
家
計
改
善
支
援
事
業
」）、「
子

ど
も
の
学
習
支
援
事
業
」（
同
「
子
ど
も
の
学
習
・
生
活

支
援
事
業
）
が
法
定
さ
れ
る
ほ
か
、「
そ
の
他
の
生
活
困

窮
者
の
自
立
の
促
進
を
図
る
た
め
に
必
要
な
事
業
」
の
実

施
も
可
能
と
さ
れ
て
い
る
。
各
地
域
に
お
け
る
困
窮
の
実
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仕
事
で
あ
り
、「
社
会
的
居
場
所
」
づ
く
り
と
の
連
動
も

企
図
さ
れ
て
い
る
。
前
節
で
述
べ
た
と
お
り
、
整
網
作
業

は
、
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
（
就
労
移
行
型
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
事
業
）
の
受
け
入
れ
先
で
あ
る
と
と
も
に
、
生
活

困
窮
者
自
立
支
援
事
業
の
う
ち
就
労
準
備
支
援
事
業
の
受

け
入
れ
先
と
し
て
も
運
用
さ
れ
て
い
る
。

　

協
議
会
が
携
わ
っ
て
創
出
さ
れ
た
仕
事
（
雇
用
）
と
し

て
は
こ
の
ほ
か
、
健
康
器
具
の
製
作
作
業
、
市
指
定
ゴ
ミ

袋
の
袋
詰
め
作
業
、
高
齢
者
等
緊
急
通
報
シ
ス
テ
ム
電
池

交
換
業
務
、
市
内
音
別
地
区
で
の
蕗
の
栽
培
・
加
工
な
ど

が
あ
る
と
い
う
。
協
議
会
関
係
者
に
よ
る
と
、「
地
域
に

と
っ
て
必
要
と
さ
れ
る
仕
事
、
求
め
ら
れ
る
仕
事
を
見
つ

け
、
こ
れ
を
社
会
的
居
場
所
で
行
わ
れ
る
仕
事
に
結
び
つ

け
る
こ
と
」
を
心
が
け
て
い
る
と
い
う
（
（1
（

。

　

エ　

庁
内
・
庁
外
連
携

　

釧
路
市
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
運
用

に
あ
た
っ
て
は
、
庁
内
・
庁
外
連
携
の
枠
組
み
と
し
て
、

個
別
案
件
ご
と
の
連
携
、
情
報
共
有
な
ど
を
目
的
に
、
以

下
の
三
つ
を
設
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
市
役
所
内
の

「
生
活
困
窮
者
庁
内
連
携
会
議
」、
釧
路
総
合
振
興
局
管
内

町
村
と
の
連
携
の
枠
組
み
、
多
数
の
庁
外
諸
機
関
と
広
く

連
携
す
る
「
相
談
支
援
包
括
化
推
進
会
議
」
の
三
つ
の
枠

組
み
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
第
三
の
枠
組
み
に
関
わ
っ
て
、

二
〇
二
二
年
度
の
社
会
援
護
課
へ
の
改
組
（
生
活
福
祉
事

務
所
と
地
域
福
祉
課
の
統
合
）
に
伴
い
、
両
課
が
そ
れ
ぞ

れ
所
管
し
て
い
た
会
議
体
の
再
編
を
進
め
て
い
る
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。

＜図表５＞　生活困窮者自立支援事業（法定事業）の定義と釧路市の実施状況（2022年度現在）
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主
な
原
因
は
、「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影
響
」

に
よ
る
と
い
う
。
あ
わ
せ
て
、
一
時
生
活
支
援
事
業
の
急

増
も
同
じ
時
期
に
起
き
て
お
り
、
こ
れ
も
同
様
の
背
景
を

読
み
取
り
う
る
。
コ
ロ
ナ
禍
は
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援

事
業
の
一
部
に
対
し
て
、
そ
の
利
用
者
数
を
一
時
的
に
急

増
さ
せ
る
と
い
う
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が

え
る
。

　

第
二
は
年
齢
層
別
の
利
用
者
数
の
増
減
に
関
し
、
こ
こ

に
も
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
見
て
取
れ
る
と
い
う
。
コ
ロ
ナ

　

な
お
、こ
れ
ら
三
つ
の
枠
組
み
す
べ
て
に
、前
出
の
「
く

ら
し
ご
と
」
を
運
営
す
る
一
般
社
団
法
人
釧
路
社
会
的
企

業
創
造
協
議
会
が
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
こ
を
中
心
に
「
ワ

ン
ス
ト
ッ
プ
型
支
援
の
実
践
」
を
追
求
す
る
体
制
を
構
築

し
て
い
る
。
同
協
議
会
で
は
二
〇
一
六
年
度
以
降
、
市
よ

り
「
包
括
的
な
相
談
支
援
シ
ス
テ
ム
構
築
事
業
」
を
受
託

し
、
国
が
「
地
域
共
生
社
会
づ
く
り
」
政
策
の
な
か
で
求

め
る
「
重
層
的
支
援
体
制
整
備
事
業
」
の
実
践
に
尽
力
し

て
い
る
。

　

⑶　

釧
路
市
に
お
け
る
支
援
の
現
状
と
実
績

　

釧
路
市
に
お
け
る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業
の
実
績

（
二
〇
一
八
～
二
二
年
度
）
に
つ
い
て
は
、
図
表
６
の
と

お
り
で
あ
る
。
ま
た
、
利
用
者
像
に
つ
い
て
市
に
尋
ね
た

と
こ
ろ
、
年
齢
層
、
相
談
事
由
（
主
訴
）
に
関
す
る
デ
ー

タ
を
提
供
さ
れ
た
。
利
用
者
の
年
齢
層
は
図
表
７
、
相
談

事
由
（
主
訴
）
は
図
表
８
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
も
踏
ま
え
な
が
ら
、
市
へ
の
ヒ
ア
リ

ン
グ
の
中
で
説
明
さ
れ
た
近
年
の
特
徴
・
傾
向
を
以
下
に

二
点
紹
介
し
た
い
。

　

第
一
は
、
二
〇
二
〇
年
度
に
お
け
る
自
立
相
談
支
援
事

業
お
よ
び
住
居
確
保
給
付
金
の
利
用
者
数
の
急
増
で
あ

る
。
前
年
度
と
比
較
す
る
と
、
前
者
の
延
べ
利
用
者
数
は

二
倍
ほ
ど
に
増
加
、
後
者
は
四
〇
倍
に
も
増
加
し
、
さ
ら

に
後
者
は
相
談
対
応
ま
で
の
案
件
も
含
め
れ
ば
四
〇
〇
件

を
超
え
た
と
い
う
。二
〇
二
一
年
度
も
増
加
傾
向
に
あ
り
、

二
〇
二
二
年
度
以
降
は
い
ず
れ
も
減
少
し
て
い
る
。
そ
の

＜図表６＞　釧路市の生活困窮者自立支援事業の利用者数と支出額（2018～22年度）

＜図表７＞　釧路市の自立相談支援事業の利用者（新規、再相談）
　　　　　　の年齢層別の数（2018～22年度）
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会
っ
て
い
る
」
と
の
発
言
が
あ
っ
た
と
い

う
が
、
コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
に
よ
っ
て
、
勤

め
先
の
店
舗
が
休
業
や
閉
業
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
若
年
層
、
あ
る
い
は
自
営
業
者
な

ど
が
十
分
な
収
入
を
得
ら
れ
な
く
な
り
、

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
を
頼
ら
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
た
と
い
う
当
時
の
実
情
が

見
て
取
れ
る
。

　

⑷　

釧
路
市
に
よ
る
無
料
職
業
紹
介
事

　
　

業
に
つ
い
て

  

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
が
自
治
体

に
対
し
支
援
対
象
者
へ
の
就
労
支
援
を
実

施
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
こ
こ
で
自
治
体
に
よ
る
無
料
職
業
紹

介
事
業
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

　

自
治
体
に
よ
る
無
料
職
業
紹
介
事
業

は
、
二
〇
〇
三
年
、
二
〇
一
六
年
と
段
階

的
に
進
め
ら
れ
た
「
職
業
安
定
法
」（
昭
和
二
二
年
一
一

月
一
五
日
法
律
第
一
四
一
号
）
の
改
正
に
よ
り
、
自
治
体

に
よ
る
同
事
業
の
実
施
の
解
禁
と
規
制
緩
和
が
進
み
、
条

件
を
満
た
せ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
地
方
版
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
」

の
実
施
、
す
な
わ
ち
、
国
の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
管
理
の
求
人
・

求
職
情
報
の
利
用
も
可
能
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ

の
二
〇
年
ほ
ど
の
間
に
整
備
が
進
め
ら
れ
て
き
た
自
治
体

に
よ
る
無
料
職
業
紹
介
事
業
は
、
生
活
困
窮
者
対
象
の
就

労
支
援
に
取
り
組
む
上
で
有
効
な
方
策
と
も
な
り
得
る
。

　

全
国
的
に
は
す
で
に
、
自
治
体
が
自
ら
地
方
版
ハ
ロ
ー

ワ
ー
ク
の
拠
点
施
設
を
整
備
す
る
事
例
も
出
始
め
て
い

る
。
例
え
ば
、
こ
の
分
野
で
の
先
進
地
の
一
つ
と
さ
れ
る

大
阪
府
豊
中
市
で
は
、
二
〇
一
八
年
四
月
よ
り
、
拠
点
施

設
「
豊
中
し
ご
と
セ
ン
タ
ー
」
を
設
立
し
、
二
〇
〇
六
年

一
月
か
ら
実
施
し
て
き
た
無
料
職
紹
介
事
業
の
枠
組
み
で

収
集
さ
れ
る
地
元
企
業
か
ら
の
求
人
情
報
と
、
地
方
版
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
の
実
施
資
格
を
得
て
利
用
可
能
に
な
っ
た
国

の
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
管
理
の
求
人
情
報
の
双
方
を
取
り
扱

い
、
生
活
困
窮
者
を
含
む
市
民
に
対
す
る
職
業
紹
介
を
積

極
的
に
進
め
て
い
る
（
（1
（

。

　

釧
路
市
も
二
〇
一
四
年
一
〇
月
よ
り
保
護
受
給
者
を
対

象
と
す
る
無
料
職
業
紹
介
事
業
を
実
施
し
て
お
り
、
一
定

の
成
果
を
出
し
て
き
て
い
る
。
二
〇
二
二
年
度
現
在
で
い

え
ば
、
同
事
業
の
所
管
課
は
社
会
援
護
課
で
あ
り
、
経
済

部
門
で
は
な
く
福
祉
部
門
が
所
管
し
て
い
る
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
。

　

保
護
受
給
者
が
同
事
業
に
基
づ
く
支
援
を
利
用
す
る
に

は
、
担
当
Ｃ
Ｗ
に
よ
っ
て
支
援
対
象
者
と
し
て
選
定
さ
れ

る
か
、
前
出
の
就
労
支
援
員
と
の
面
接
を
通
じ
て
利
用
を

希
望
す
る
か
、
い
ず
れ
か
に
よ
っ
て
「
登
録
求
職
者
」
と

な
る
こ
と
で
可
能
に
な
る
。
求
人
情
報
は
「
登
録
企
業
」

よ
り
市
所
管
課
に
集
め
ら
れ
、
登
録
求
職
者
の
適
性
を
見

な
が
ら
マ
ッ
チ
ン
グ
さ
れ
る
。
二
〇
二
三
年
一
月
末
時
点

で
、
登
録
企
業
数
は
総
計
一
四
八
社
、
登
録
求
職
者
数
は

総
計
一
八
六
人
に
上
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

市
の
ほ
か
、
前
出
の
釧
路
社
会
的
企
業
創
造
協
議
会
も

同
事
業
の
実
施
に
関
す
る
許
可
を
受
け
、
独
自
に
市
内
企

禍
前
の
二
〇
一
八
年
度
で
い
え
ば
、
利
用
者
数
総
計
四
四

〇
人
の
う
ち
、
六
〇
歳
以
上
が
最
も
多
く
一
二
八
人
（
う

ち
六
五
才
以
上
九
七
人
）、
次
い
で
四
〇
代
一
〇
五
人
、

五
〇
代
九
一
人
と
、
中
高
年
層
の
多
さ
が
目
立
っ
た
が
、

コ
ロ
ナ
禍
の
影
響
が
出
始
め
た
二
〇
二
〇
年
度
で
は
、
中

高
年
層
の
増
加
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
二
〇
代
お
よ
び
三

〇
代
の
若
年
層
に
よ
る
利
用
も
大
幅
に
増
加
し
、
い
ず
れ

も
前
年
度
比
で
三
倍
ほ
ど
に
増
え
た
。
当
時
、
相
談
窓
口

の
担
当
者
の
口
か
ら
は
「
出
会
っ
た
こ
と
の
な
い
層
に
出

＜図表８＞　釧路市における自立相談支援事業の開始事由（主訴）
　　　　　　の分布状況（2018～2022年度）
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保
護
所
管
課
（
生
活
福
祉
事
務
所
）
内
に
自
立
支
援
の
専

管
部
署
を
創
設
（
第
七
担
当
を
自
立
支
援
企
画
部
門
に
位

置
づ
け
）
し
た
ほ
か
、
同
年
度
に
創
設
さ
れ
た
一
般
社
団

法
人
釧
路
社
会
的
企
業
創
造
協
議
会
が
、「
釧
路
の
三
角

形
」
の
右
側
に
当
た
る
「
多
様
な
働
き
方
」（
半
福
祉
半

就
労
）
の
受
け
入
れ
先
と
し
て
の
「
仕
事
の
創
出
」
に
取

り
組
み
始
め
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
を
基
礎
と
し
て
二
〇
一
五

年
度
施
行
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
に
対
応
し
う
る

体
制
を
築
い
た
時
期
で
あ
る
。

　

そ
の
上
で
、
冒
頭
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
市
の
生
活
保

護
所
管
課
（
生
活
福
祉
事
務
所
）
と
地
域
福
祉
課
を
統
合

し
、
新
た
に
社
会
援
護
課
を
編
成
し
た
二
〇
二
二
年
度
の

機
構
改
編
以
降
を
釧
路
モ
デ
ル
の
新
た
な
画
期
と
見
な
し

う
る
か
確
認
を
と
り
た
い
と
い
う
の
が
、
二
〇
二
三
年
二

月
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
で
釧
路
市
を
再
訪
し
た
動
機
の
一

つ
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
に
つ
い
て
市
に
確
認
し
た
と
こ

ろ
、
一
言
で
言
え
ば
、「
地
域
に
お
け
る
貧
困
者
の
多
さ

に
あ
ら
た
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
」
と
い
う
趣
旨
の
回
答
が

な
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
支
援
の
個
別
案
件
の
内
容
上
、

従
来
は
地
域
福
祉
課
で
対
応
し
て
き
た
よ
う
な
案
件
（
引

き
こ
も
り
者
支
援
な
ど
）
で
あ
っ
て
も
、
実
態
を
掘
り
下

げ
て
い
く
と
、
生
活
困
窮
者
と
し
て
対
応
す
べ
き
案
件
も

含
め
、
地
域
福
祉
課
だ
け
で
は
対
応
し
き
れ
な
い
複
合
的

な
課
題
を
抱
え
た
支
援
対
象
者
が
増
え
て
い
る
実
情
が
あ

る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
地
域
の
支
援
対
象
者
の
実
情
や

そ
の
問
題
解
決
へ
の
取
り
組
み
方
に
お
い
て
、
生
活
保
護

制
度
・
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
所
管
課
と
地
域
福

祉
の
所
管
課
と
の
連
携
が
よ
り
一
層
求
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
両
課
統
合
を
進
め
る
背
景
に

な
っ
た
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
国
レ
ベ
ル
で
は
近
年
、「
地
域
共

生
社
会
づ
く
り
」
政
策
の
文
脈
で
、「
社
会
福
祉
法
」
の

改
正
に
よ
り
、
市
町
村
に
対
し
全
世
代
型
の
包
括
的
相
談

支
援
体
制
の
構
築
を
求
め
て
お
り
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
と

お
り
、
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
自
体
も
二
〇
一
八
年

改
正
を
経
て
、
こ
の
地
域
福
祉
再
編
の
大
き
な
流
れ
と
連

動
す
る
か
た
ち
で
の
運
用
を
求
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
つ
な
ら
ば
、
釧
路
モ
デ
ル
の
新

た
な
画
期
は
、
次
期
地
域
福
祉
計
画
が
ど
の
よ
う
な
内
容

で
策
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
、
今
後
の
動
向
に
か
か
っ

て
く
る
と
考
え
る
。次
期
地
域
福
祉
計
画
を
待
た
ず
と
も
、

す
で
に
釧
路
市
の
諸
計
画
（
（1
（

で
は
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う

な
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
お
よ
び
生
活
困
窮
者

自
立
支
援
事
業
の
支
援
実
績
の
上
に
立
ち
、
こ
れ
ら
貧
困

対
策
の
取
り
組
み
を
ま
ち
づ
く
り
や
福
祉
に
お
け
る
枢
要

な
柱
の
一
つ
と
し
て
積
極
的
に
位
置
づ
け
、
そ
の
役
割
や

実
施
体
制
な
ど
に
つ
い
て
明
記
し
て
い
る
。
釧
路
市
に

と
っ
て
、
貧
困
対
策
へ
の
積
極
的
な
取
り
組
み
が
ま
ち
づ

く
り
の
基
軸
の
一
つ
に
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が

え
る
が
、
社
会
援
護
課
が
あ
ら
た
め
て
編
成
さ
れ
た
以
上

は
、
こ
の
先
は
同
課
の
も
と
で
実
践
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、

総
合
性
と
包
括
性
を
よ
り
深
化
さ
せ
た
支
援
の
経
験
や
知

見
が
次
期
地
域
福
祉
計
画
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
く
も
の

と
推
察
さ
れ
る
。
二
〇
一
八
年
度
ス
タ
ー
ト
の
現
行
第
三

期
計
画
は
、
計
画
期
間
を
二
〇
二
七
年
度
ま
で
と
し
て
お

業
等
と
の
連
携
や
求
人
情
報
の
収
集
を
進
め
て
い
る
。
現

状
で
は
市
社
会
援
護
課
が
主
に
保
護
受
給
者
を
対
象
に
実

施
す
る
の
に
対
し
、
後
者
は
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
事
業

の
利
用
者
を
対
象
に
実
施
し
て
お
り
、
役
割
の
分
担
が
あ

る
と
い
う
。

４
．
ま
と
め
に
代
え
て

－

今
後
の
釧
路
市
の
実
践
へ

　

の
期
待

　

以
上
、
釧
路
市
に
お
け
る
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ

ラ
ム
お
よ
び
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
に
関
す
る
釧
路

モ
デ
ル
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
、
そ
の
沿
革
と
特
徴
、
意

義
な
ど
を
紹
介
し
て
き
た
。

　

私
見
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
え
ば
、
筆
者
は
二
〇
〇
四
年

度
か
ら
二
〇
二
一
年
度
ま
で
の
釧
路
モ
デ
ル
の
沿
革
を
、

大
き
く
は
以
下
の
二
期
に
分
け
て
整
理
し
て
い
る
。

　

第
一
期
は
二
〇
〇
四
年
度
か
ら
二
〇
一
一
年
度
ま
で
の

時
期
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
、
モ
デ
ル
事
業
で
得
ら
れ
た

知
見
を
ベ
ー
ス
に
、
二
〇
〇
六
年
度
か
ら
の
自
立
支
援
プ

ロ
グ
ラ
ム
の
本
格
実
施
後
、現
在
に
も
受
け
継
が
れ
る「
釧

路
の
三
角
形
」
を
構
築
し
た
上
で
、
そ
の
内
側
や
周
辺
に

配
置
さ
れ
る
個
別
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
創
出
・
拡
充
、
す
な
わ

ち
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
メ
ニ
ュ
ー
や
官
民
諸
団
体
と
の
協

力
に
よ
る
相
談
支
援
の
メ
ニ
ュ
ー
の
開
発
を
積
極
的
に
進

め
た
時
期
と
捉
え
て
い
る
。

　

第
二
期
は
二
〇
一
二
年
度
か
ら
二
〇
二
一
年
度
ま
で
の

時
期
で
あ
る
。
こ
の
期
間
は
、
第
一
期
か
ら
の
取
り
組
み

を
継
続
さ
せ
つ
つ
も
、
二
〇
一
二
年
度
か
ら
、
市
の
生
活
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【
注
】

（
１
）　

本
調
査
は
二
〇
二
三
年
二
月
一
六
日
～
一
七
日
、
釧
路

市
内
の
各
所
で
実
施
。
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
対
象
は
、
市
福
祉

部
社
会
援
護
課
、
一
般
社
団
法
人
釧
路
社
会
的
企
業
創
造

協
議
会
、
釧
路
市
役
所
ユ
ニ
オ
ン
の
三
団
体
。

（
２
）　

本
テ
ー
マ
に
関
す
る
主
な
実
績
と
し
て
は
、
正
木
（
二

〇
一
一
）、正
木
（
二
〇
一
四
）、正
木
（
二
〇
二
二
）
な
ど
。

（
３
）  

第
二
回
目
の
見
直
し
は
、
法
の
附
則
に
基
づ
き
、
二
〇

二
三
年
（
二
〇
一
八
年
の
第
一
回
目
の
見
直
し
か
ら
五
年

後
）
を
め
ど
に
行
わ
れ
る
予
定
。
二
〇
二
一
年
一
〇
月
よ

り
「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
の
あ
り
方
等
に
関
す
る
論
点

整
理
の
た
め
の
検
討
会
」
が
議
論
を
開
始
し
、
二
〇
二
二

年
四
月
に
報
告
書
を
策
定
・
公
表
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、

社
会
保
障
審
議
会
の
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
及
び
生
活
保

護
部
会
が
同
年
六
月
よ
り
議
論
を
開
始
し
、
同
年
一
二
月

に
『
中
間
ま
と
め
』
を
公
表
し
て
い
る
。

（
４
）　

厚
生
労
働
省
の
公
表
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
国
内
全
体
で

高
齢
者
世
帯
が
全
保
護
世
帯
に
占
め
る
割
合
は
、
二
〇
二

二
年
三
月
期
で
は
五
五
・
九
％
を
占
め
る
。

（
５
）　

例
え
ば
、『
医
療
扶
助
に
関
す
る
見
直
し
に
向
け
た
整

理
』（
二
〇
二
二
年
九
月
六
日
）
に
よ
る
と
、「
令
和
二
年

度
の
生
活
保
護
費
負
担
金
（
事
業
費
ベ
ー
ス
）
の
実
績
額

は
約
三
・
五
兆
円
」、「
そ
の
う
ち
医
療
扶
助
が
占
め
る
割

合
は
、
例
年
、
約
半
分
程
度
で
推
移
し
て
い
る
」、「
被
保

護
者
の
約
八
割
は
何
ら
か
の
疾
患
に
よ
り
医
療
扶
助
を
利

用
」
と
い
う
。

（
６
）　

櫛
部
・
正
木
（
二
〇
二
三
）
五
～
六
頁
。

（
７
）　

同
七
～
八
頁
。

（
８
）　

同
八
頁
。

（
９
）　

正
木
（
二
〇
一
四
）
二
一
頁
で
紹
介
し
た
内
容
は
、「
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
委
託
先
の
開
拓
、

Ｓ
Ｒ
Ｏ
Ｉ
（
社
会
的
投
資
収
益
比
率
）
を
用
い
た
新
た
な

評
価
方
法
の
研
究
、
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
視

察
へ
の
対
応
、
所
内
職
員
対
象
の
自
立
支
援
に
関
す
る
研

修
、
対
外
的
な
情
報
発
信
な
ど
」。

（
10
）　

た
だ
し
、
自
立
生
活
支
援
員
は
二
〇
二
三
年
度
か
ら
一

名
に
減
と
な
っ
て
い
る
。

（
11
）　

二
〇
一
六
年
一
〇
月
二
〇
日
結
成
。
役
員
六
人
、
組
合

員
数
は
最
大
時
一
四
人
で
、
職
種
は
全
員
が
地
域
生
活
支

援
員
で
あ
る
。
二
〇
一
七
年
一
月
～
二
月
に
独
自
に
市
に

対
す
る
要
求
書
を
提
出
し
、
団
体
交
渉
を
行
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
二
〇
一
八
年
九
月
に
第
二
回
定
期
大
会
を
開
催

し
た
が
、
二
〇
一
九
年
五
月
に
会
計
年
度
任
用
職
員
制
度

の
導
入
に
関
す
る
市
か
ら
の
提
案
を
受
け
て
以
降
は
、
組

合
と
し
て
の
活
動
は
休
止
状
態
に
あ
る
。

（
12
）　

正
木
（
二
〇
一
四
）
一
九
頁
。

（
13
）　

櫛
部
・
正
木
（
二
〇
二
三
）
八
頁
。

（
14
）　

豊
中
市
の
地
方
版
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
取
り
組
み
に
つ
い

て
は
、
以
下
の
拙
稿
、
正
木
（
二
〇
二
一
）、
正
木
（
二

〇
二
二
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
15
）  

『
釧
路
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想
（
二
〇
一
八
～
二
〇

二
七
年
度
）』
第
六
節
、『
第
三
期
釧
路
市
地
域
福
祉
計
画

（
二
〇
一
八
～
二
〇
二
七
年
度
）』
第
四
章

－

基
本
方
針
４

を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

り
、
二
〇
二
二
年
度
は
ち
ょ
う
ど
折
り
返
し
に
当
た
る
。

こ
の
先
五
年
ほ
ど
を
残
す
現
行
計
画
後
半
期
の
取
り
組
み

が
次
期
計
画
の
内
容
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
く
の

か
、
引
き
続
き
期
待
を
持
ち
な
が
ら
注
視
し
て
い
き
た
い

と
考
え
て
い
る
。

　

生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
生
活
困
窮
者
自
立

支
援
制
度
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
理
念
に
お
い
て
は
、

ソ
ー
シ
ャ
ル
・
イ
ン
ク
ル
ー
ジ
ョ
ン
（
社
会
的
包
摂
）
の

視
点
に
立
ち
、
日
常
生
活
支
援
と
社
会
生
活
支
援
を
含
む

包
括
的
な
自
立
支
援
の
あ
り
方
を
具
体
化
し
た
も
の
と
解

す
る
が
、
一
般
就
労
に
よ
る
保
護
廃
止
の
み
を
自
立
と
捉

え
る
旧
来
型
の
就
労
支
援
を
自
立
支
援
の
ス
タ
ン
ダ
ー
ド

と
す
る
姿
勢
は
、
特
に
生
活
保
護
の
現
場
で
は
依
然
根
強

い
と
見
る
。
釧
路
市
が
中
間
的
就
労
や
社
会
的
居
場
所
と

い
っ
た
概
念
を
も
っ
て
こ
の
十
数
年
積
み
上
げ
て
き
た
実

践
が
、
自
立
支
援
の
あ
り
方
に
対
し
て
発
信
と
問
題
提
起

を
今
後
も
積
極
的
に
続
け
て
い
く
こ
と
へ
の
期
待
を
最
後

に
述
べ
、
本
稿
を
締
め
る
。

【
付
記
】

　

本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
は
、
ヒ
ア
リ
ン
グ
当
日
の
対
応
、
資

料
提
供
へ
の
ご
協
力
も
含
め
、
内
容
の
確
認
に
至
る
ま
で
、
釧
路

市
福
祉
部
社
会
援
護
課
福
祉
政
策
主
幹
の
小
半
千
幸
さ
ん
、
同
課

職
員
の
皆
さ
ん
、
一
般
社
団
法
人
釧
路
社
会
的
企
業
創
造
協
議
会

代
表
理
事
の
櫛
部
武
俊
さ
ん
に
多
大
な
ご
協
力
を
賜
り
ま
し
た
。

お
名
前
を
記
し
、
謝
意
を
表
し
ま
す
。

　

な
お
、
本
稿
の
内
容
は
、
釧
路
市
の
公
式
な
見
解
で
は
な
く
、

本
稿
に
残
り
う
る
一
切
の
誤
り
は
筆
者
の
責
任
で
す
。
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・　

正
木
浩
司
「
釧
路
市
の
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム

の
特
徴
と
意
義
」（『
自
治
総
研
』
第
四
三
三
号
所
収
一
～
三

六
頁
）
公
益
財
団
法
人
地
方
自
治
総
合
研
究
所
、
二
〇
一
四

年
一
一
月

・　

正
木
浩
司
「
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
二
〇
一
八
年
改

正
の
概
要
と
意
義
」（『
北
海
道
自
治
研
究
』
第
五
九
六
号
所

収
二
二
～
三
一
頁
）
公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究

所
、
二
〇
一
八
年
九
月

・　

正
木
浩
司
「
自
治
体
の
無
料
職
業
紹
介
事
業
の
到
達
点

－

豊
中
市
の
実
践
か
ら
」（『
都
市
問
題
』
第
一
一
二
号
所
収
七

〇
～
七
七
頁
）
公
益
財
団
法
人
後
藤
・
安
田
記
念
東
京
都
市

研
究
所
、
二
〇
二
一
年
一
〇
月

・　

正
木
浩
司
「
自
尊
感
情
の
回
復
と
中
間
的
就
労

－

釧
路
市

の
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
取
り
組
み
」（
篠
田

徹
・
上
林
陽
治
編
著
『
格
差
に
挑
む
自
治
体
労
働
政
策
』
所

収
五
五
～
七
九
頁
）
日
本
評
論
社
、
二
〇
二
二
年
一
〇
月

・　

正
木
浩
司
「
地
域
就
労
支
援
か
ら
地
域
労
働
市
場
へ
の
対

応

－

豊
中
市
の
実
践
に
み
る
地
方
版
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
可
能

性
」（
前
掲
書
所
収
一
〇
七
～
一
二
九
頁
）
日
本
評
論
社
、

二
〇
二
二
年
一
〇
月

【
参
照
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
】

・　

釧
路
市＞

生
活
保
護
制
度

　
　
　

https://w
w

w.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/

　
　
　

1005006/1005008.htm
l

・　

釧
路
市＞

釧
路
市
ま
ち
づ
く
り
基
本
構
想

　
　
　

https://w
w

w.city.kushiro.lg.jp/shisei/shisaku/

　
　
　

1007074/1007075/1007078.htm
l

・　

釧
路
市＞

生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
に
つ
い
て

　
　
　

https://w
w

w.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/

　
　
　

1005014/1005015.htm
l

・　

釧
路
市＞

第
三
期
釧
路
市
地
域
福
祉
計
画

　
　
　

https://w
w

w.city.kushiro.lg.jp/kenfuku/fukushi/

　
　
　

1005021/1005024.htm
l

・　

釧
路
市
・
釧
路
管
内
生
活
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー 

く
ら
し
ご
と

　
　
　

https://kurashigoto946.com
/

・　

厚
生
労
働
省＞

生
活
困
窮
者
自
立
支
援

　
　
　

https://w
w

w.m
hlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

　
　
　

bunya/0000059425.htm
l

・　

厚
生
労
働
省＞

生
活
保
護
・
福
祉
一
般

　
　
　

https://w
w

w.m
hlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

　
　
　

bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/index.htm
l

・　

厚
生
労
働
省＞

「
地
域
共
生
社
会
」
の
実
現
に
向
け
て

　
　
　

https://w
w

w.m
hlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/

　
　
　

bunya/0000184346.htm
l

※　

最
終
閲
覧
は
い
ず
れ
も
二
〇
二
三
年
八
月
三
〇
日
。

＜

ま
さ
き　

こ
う
じ
・
公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
研
究
員＞

【
参
考
文
献
・
資
料
】

・　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ス
ペ
シ
ャ
ル
取
材
班
編
『
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア

－

解

決
へ
の
道
』
ポ
プ
ラ
社
、
二
〇
〇
八
年
七
月

・　

川
村
雅
則
・
正
木
浩
司
「
釧
路
市
に
お
け
る
臨
時
・
嘱
託

職
員
の
現
状
と
労
働
組
合
の
取
り
組
み

－

二
〇
一
七
年
調
査

の
結
果
に
基
づ
き
」（『
北
海
道
自
治
研
究
』
第
五
九
〇
号
所

収
一
四
～
三
四
頁
）
公
益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究

所
、
二
〇
一
八
年
三
月

・　

櫛
部
武
俊
ほ
か
共
編
著
『
釧
路
市
の
生
活
保
護
行
政
と
福

祉
職
・
櫛
部
武
俊
』
公
人
社
、
二
〇
一
四
年
一
二
月

・　

櫛
部
武
俊
・
正
木
浩
司
「
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 
釧
路
モ
デ
ル

か
ら
考
え
る
生
活
困
窮
者
自
立
支
援
制
度
の
課
題
と
展
望
」

（『
北
海
道
自
治
研
究
』
第
六
五
二
号
所
収
二
～
一
二
頁
）
公

益
社
団
法
人
北
海
道
地
方
自
治
研
究
所
、
二
〇
二
三
年
五
月

・　

釧
路
市
福
祉
部
生
活
福
祉
事
務
所
編
集
委
員
会
編
『
希
望

を
も
っ
て
生
き
る

－

生
活
保
護
の
常
識
を
覆
す
釧
路
チ
ャ
レ

ン
ジ
』
Ｃ
Ｌ
Ｃ
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月

・　

釧
路
市
福
祉
部
生
活
福
祉
事
務
所
編
集
委
員
会
編
『
希
望

を
も
っ
て
生
き
る
〈
第
二
版
〉

－

自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
か

ら
生
活
困
窮
者
支
援
へ 

釧
路
チ
ャ
レ
ン
ジ
』
Ｃ
Ｌ
Ｃ
、
二

〇
一
六
年
二
月

【
本
稿
に
関
係
す
る
拙
稿
】

・　

正
木
浩
司
「
釧
路
市
に
お
け
る
生
活
保
護
自
立
支
援
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
取
り
組
み
に
つ
い
て
」（『
北
海
道
自
治
研
究
』
第

五
〇
四
号
所
収
二
五
～
三
九
頁
）
公
益
社
団
法
人
北
海
道
地

方
自
治
研
究
所
、
二
〇
一
一
年
一
月
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